
他の事業と整合的で、計画的に実施されるものとなっているか。

事業の迅速な着手・執行が可能であるか。事業の執行などの透明性が確保さ
れ、進行管理が適切に行われるようになっているか。

費用対効果や効率性の検証が行われたか。

効果的な事業であるか（より高い効果をあげる手法の選択、類似事業等との役
割分担、客観的な将来見通しなど）。

　公立学校の施設整備においては、文部科学省が施設整備上の重要事
項や整備目標について示した「施設整備基本方針」、「施設整備基本計
画」を策定することとしており、これに沿って地方公共団体は計画的な施
設整備を実施している。

成果指標

耐震化率

国、自治体、事業実施者、民間等の役割分担などのあり方は明確か。

被災地のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

　「東日本大震災からの復興の基本方針」においては、今後の災害への
備えとして、学校の耐震化などの防災対策の推進が掲げられており、避
難場所として災害時の拠点ともなる公立学校の施設整備は、当該施策と
整合性がとられている。

単位当たり
コスト

　東日本大震災の後、来年度以降に予定していた耐震化事業を前倒して
計画する設置者が出てくるなど、被災地にとどまらず全国的に学校施設
の防災対策への需要が高まってきている。そのような需要に応えるた
め、一刻も早く震災に備えた施設整備を行う必要がある。

　耐震化事業等、緊急度の高い事業へ重点的に予算措置するなど、限ら
れた財源の中でも効率的な執行に努めている。

（27年度末）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

約89％
（見込み） 100.0%

算出根拠

□直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　■補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

公立学校の耐震化の推進

　対象とする事業は、平成24年度実施予定の施設整備事業のうち、実施
設計等が完了しているなど、速やかに事業着手が可能なものである。
　また、事業の執行については、契約・支出の状況を把握するなどの進
行状況の管理も行っている。

単位

担当部局庁 大臣官房文教施設企画部 作成責任者

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

義務教育諸学校等の施設費
の国庫負担等に関する法律

事業開始・
終了(予定）年度 昭和３３年度～

一般会計 施策名

関係する計画、
通知等

事業番号

計

Ⅱ-７ 安全・安心で豊かな学校施設の整備推進
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　　　　東日本大震災復興関連事業チェックシート
　　　　（平成２３年度第３次補正予算）

(文部科学省)

会計区分

事業名

実施方法

公立学校施設整備費

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　地震に対し、公立学校施設の補強や、改築などにより、児童生徒等の生命・身体の安全を確保する耐震化や、非構造部材の耐震化
など、防災機能の強化を図る施設整備を推進する。

〔負担（算定）割合〕
公立学校施設整備費負担金：新築、増築事業等　1/2
学校施設環境改善交付金：耐震補強事業　1/2、改築事業　1/3、大規模改造事業　1/3　など

　本事業は、児童生徒等の生命・身体の安全を確保する耐震化事業や、
防災機能の向上を図る学校施設整備を対象としている。

　本事業は、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」
等に基づき、地方公共団体の実施する公立学校施設整備に要する経費
の一部を補助するものであり、役割分担は明確である。

            34,015  -            277,179

事業所管部局による点検

項　　　目

約29百万円

　東日本大震災では、学校施設が子供の命を守っただけではなく、多くの施設が避難所として機能したところであり、その安全性の確
保が極めて重要であることが強く認識された。第３次補正予算では、全国的に緊急性・即効性のある防災対策を講じる観点から、地震
から児童生徒等の生命・身体の安全を確保する。

           162,696

第２次補正

成果目標
（アウトカム）

第3次補正　5,600

単位

            80,468

23年度予算額
（単位：百万円）

当初 第１次補正

担当課室

内　　　容

活動指標
（アウトプット）

※上段（　）書きは予算措
置の累積に係る見込み

( 第3次補正予算予定額／申請見込事業数)

施設助成課
施設助成課長
瀧 本　寛

第３次補正

教育振興基本計画
（平成２０年７月１日閣議決定）

23年度活動見込活動指標

「復興への提言」及び「東日本大震災からの復興の基本方針」で示された諸原
則や施策の考え方との整合性がとられているか。

実施事業数（又は率） 事業

目標値

23年度


	04

